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令和元年 

東京二十三区清掃一部事務組合議会決算特別委員会 

１ 期  日 令和元年９月２７日（金） 

２ 場  所 東京区政会館 ２０２・２０３会議室 

３ 出席委員（２１名） 

   委 員 長 江戸川区 田 中 寿 一 

   副委員長 台東区  石 塚  猛 

   委  員 千代田区 小 林 た か や 

港区   二 島 豊 司 

        新宿区  吉 住 は る お 

 文京区  海 老 澤 敬 子 

 荒川区  茂 木  弘 

 品川区  渡 辺 裕 一 

 目黒区  宮 澤 宏 行 

 大田区  塩 野 目 正 樹 

 世田谷区 和田ひでとし 

 渋谷区  下 嶋 倫 朗 

 中野区  高橋かずちか 

 杉並区  井 口 か づ 子 

豊島区  磯  一 昭 

 板橋区  元 山 芳 行 

 練馬区  上 野 ひ ろ み 

 墨田区  田 中 友 

 江東区  米 沢 和 裕 

 足立区  鹿 浜  昭 

 葛飾区  筒井たかひさ 

４ 欠席委員（２名） 

   委  員 中央区  押 田 ま り 子 

 北区   渡辺かつひろ 

５ 出席説明員 

管理者       山 﨑 孝 明 

副管理者      成 澤 廣 修 
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副管理者      深 井 祐 子 

監査委員      本 間 敏 明 

総務部長      中 尾 正 巳 

総務部調整担当部長  小 林  孝 

総務部担当部長（総務課長事務取扱）  古 舘  陽 

総務部担当部長（企画室長事務取扱）  佐 々 木  正 

総務部担当部長（職員課長事務取扱）  渡 部 洋 一 

清掃事業国際協力室長  八 十 島  護 

施設管理部長    小 林 幹 明 

処理技術担当部長  塚 越  浩 

建設部長      岩 﨑  豊 

計画推進担当部長  横 山 英 範 

経営改革担当課長  山 本 泰 弘 

企画室計画担当課長 石 野 伸 一 

財政課長      初 瀬  司 

契約管財課長    干 泥  香 

事業調整課長    増 谷 尚 余 

清掃事業国際協力課長  加 藤 央 史 

管理課長      加 藤 徹 也 

運営担当課長    鈴 木 和 歌 

技術課長      井 俣 弘 治 

発電計画担当課長  半 田  功 

施設課長      宮 﨑 勇 一 郎 

延命化担当課長   杉 原 幸 次 

計画推進課長    森 田 昌 志 

建設課長      熊 谷 健 一 

会計管理者     松 浦 千 代 子 

監査事務局長    高 橋 知 之 

大田清掃工場監理担当課長  金 野 泰 久 

６ 出席議会事務局職員 

事務局長      栗 原 光 江 

事務局次長     山 本 英 一 
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書記        鈴 木 健 二 

同         髙 田 英 明 

７ 議題 

（１） 正副委員長の互選について 

（２） 議案審査 認定第 １号 平成３０年度東京二十三区清掃一部事務 

                組合一般会計歳入歳出決算の認定につい 

                   て 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開 会（午後３時００分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○栗原光江事務局長 事務局から申し上げます。 

      本日は、委員の選任後初めての委員会ですので、委員会条例第６条第２

項の規定に基づき、杉並区の井口委員に正副委員長の互選までの職務をお

願いいたします。 

○井口かづ子臨時委員長 杉並区の井口でございます。正副委員長の互選まで職務を

行います。よろしくお願いいたします。 

      開会前に、傍聴の許可についてお諮りをいたします。傍聴人から当委員

会の傍聴の申し出があった場合、これを許可したいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○井口かづ子臨時委員長 御異議なしと認め、傍聴の申し出があった場合は、傍聴を

許可することといたします。 

      ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。 

      本日の議題は、お手元に配付したとおりです。 

      本日は、２１名の出席となっております。 

      これより議事に入ります。 

      「正副委員長の互選について」を議題といたします。 

      正副委員長の互選は、指名推選の方法により行い、指名は私から行いた

いと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○井口かづ子臨時委員長 異議なしと認めます。よって、正副委員長の互選は指名推

選の方法により行い、指名は私が行うことに決定をいたしました。 

      委員長には田中寿一委員を、副委員長には石塚猛委員を指名したいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○井口かづ子臨時委員長 異議なしと認めます。よって、委員長には田中寿一委員が、

副委員長には石塚猛委員がそれぞれ選任されました。それでは、田中委員

長には座席の移動をお願いいたします。 

〔委員長 着席〕 
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○田中寿一委員長 委員長に御推挙いただきました田中でございます。よろしくお願

いいたします。 

      それでは、議事を進行いたします。 

      「議案審査」を議題といたします。 

      認定第１号、平成３０年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

      理事者の説明を求めます。 

○中尾正巳総務部長 平成３０年度一般会計歳入歳出決算につきまして、御説明いた

します。 

      議案として送付いたしました、決算書、決算審査意見書、及び予算執行

の実績報告書の冊子のうち、３冊目でございます。平成３０年度予算執行

の実績報告－主要な施策の成果説明書－に基づいて、御説明をさせていた

だきます。 

      平成３０年度の予算におきましては、維持、メンテナンスの徹底と、今

後の老朽化対策を見据えた事業運営、つまりは将来にわたる清掃工場等の

安定稼働の確保に留意し執行いたしました。 

      それでは、まず、７ページをお開きください。 

       一般会計歳入歳出決算総括をお開きください。歳入決算額（Ａ）は、

７６９億４，００５万３，２６３円、歳出決算額（Ｂ）は、７３１億６，

５２８万９９０円、歳入から歳出を差し引いた額（Ｃ）は、３７億７，４

７７万２，２７３円。翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額（Ｅ

）は、歳入歳出差引額（Ｃ）と同額でございます。 

      ８ページ、９ページをお開きください。 

      歳入について、主なものを御説明いたします。収入済額で、構成比の大

きい順から申し上げます。 

      まず第１款、分担金及び負担金でございます。これは特別区の分担金で、

収入済額は３２６億５，０００万円、構成比は４２．４％、当組合におけ

る歳入の中核をなしております。 

      ２点目は、第２款、使用料及び手数料で、これは主に廃棄物処理手数料

収入が占め、１５６億１２４万８，２００円、構成比は２０．３％となっ

ており、３点目は、第８款、諸収入で、これは主にエネルギー売払収入が

占め、１１３億１，９９８万１，４４５円、構成比では１４．７％となっ
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ております。 

      表の一番下、歳入合計は、予算現額７６３億５，５００万円に対し、収

入済額は７６９億４，００５万３，２６３円で、収入率は１００．８％と

なっております。 

      １０ページ、１１ページをお開きください。 

      歳出につきまして、主なものを御説明いたします。支出済額で、構成比

の大きい順から申し上げます。 

      まず第３款、清掃費でございます。これは清掃工場、不燃・粗大ごみ処

理施設等の運営費及び施設整備費で、支出済額は５９１億２，１２２万２，

４６０円で、執行率は９５．８％、構成比は８０．７％となっております。 

      ２点目は、第５款、諸支出金で、財政調整基金への積み立てで、６２億

３，０００万円、構成比は８．５％となっております。 

      ３点目は、第２款、総務費で、本庁管理に要した経費などで、決算額は

４１億８，３２０万３，１７１円、執行率は９３．０％、構成比は５．８

％となっております。 

      表の一番下、歳出合計は、予算現額７６３億５,５００万円に対し、支

出済額は７３１億６，５２８万９９０円で、執行率は９５．８％となって

おります。 

      続きまして、１２、１３ページ、款別・年度別決算状況をお開きくださ

い。 

      まず、歳入ですが、上段の表の一番右、平成３０年度の歳入合計欄では、

前年度と比べ１．９％の減となっております。これは第６款繰入金で、分

担金の減額及び平準化を図るため、財政調整基金の取り崩しが増となりま

したが、第９款組合債や、第１款分担金の減が上回ったことが主な理由で

す。 

      次に、下の表の歳出合計は、前年度と比べ２．２％の減となっておりま

す。これは第３款、清掃費のうち、第２項、施設整備費が目黒清掃工場建

替工事及び有明清掃工場延命化工事の進捗による増があるものの、杉並清

掃工場のしゅん工による減や、光が丘清掃工場建設工事における事業費の

減の方が大きかったためでございます。これら清掃工場建替工事や延命化

工事といった整備の状況により、歳出を大きく増減させる点が当組合財政

の一つの特徴となっております。 
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      １４ページ、１５ページをお開きください。性質別・年度別決算状況で

ございます。 

      下の表の歳出ですが、人件費及び公債費で構成される義務的経費の決算

額は、一番右の平成３０年度の欄では、１３９億７，５４３万４，０００

円で、構成比は１９．１％、前年度に比べ２.９％の増、清掃工場建替工

事などの投資的経費につきましては、１６５億８，１４８万５，０００円、

構成比では２２．７％、前年度と比べ１０．０％の減となっております。 

      また、物件費を初めとする、その他の経費は、４２６億８３６万２，０

００円で、構成比は５８．２％、前年度と比べ０．５％の減となっており

ます。 

      １６、１７ページ、職員費決算状況をお開きください。 

      支出済額は、一番下の合計欄で、１０２億９，１７７万９，３７９円で、

執行率は９４．５％となっております。記載はございませんが、前年度と

比べ、１億４，１３１万５，２６７円、１．４％の減となっております。 

      １８、１９ページ、組合債現在高調書をお開きください。 

      平成３０年度末現在高は、４２３億１，７７９万６，０００円で、前年

度末に比べ、９億４，３７１万７，０００円増加しております。 

      続いて、ページが飛びますが、７９ページをお開きください。 

      中ほどの表で、財政調整基金の状況でございます。平成３０年度末現在

高は、３８３億２，０００万円で、前年度末に比べ、１０億７，０００万

円減少しております。 

      以上で、平成３０年度決算の説明とさせていただきます。 

      なお、決算審査意見書におきまして、監査委員より、決算審査を行った

結果、いずれも法令に適合し、計数上過誤のないことを認めたとする報告

をいただいております。 

      説明は以上でございます。 

○田中寿一委員長 理事者の説明は終わりました。 

      これより質疑・意見に入りますが、委員の皆さんにお願いいたします。

質疑がある場合は、あらかじめ挙手をお願いいたします。また、発言に際

しましては、質問内容の掲載されている資料名及び掲載ページ、項目等を

明確にし、質疑を終了する際には、質疑を終わる旨の発言をお願いします。 

      次に、理事者の皆様にお願いいたします。答弁の際には、職名を明確に
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述べていただき、簡潔で明瞭な答弁をお願いいたします。 

      また、委員会の終了時間の目安は、午後４時ごろですので、円滑な会議

の運営に御協力をお願いいたします。 

      それでは、質疑・意見のある方は挙手のほどお願いをいたします。 

○田中 友委員 私は、まず初めに、監査委員さんの意見書、初めにというより、こ

れを主に触れて、そして理事者並び監査委員の皆さんにも場合によっては

お答えをいただきたいなと、そんなふうに思います。 

      まず初めに、監査委員さんに、改めて感想ということでお答えをいただ

ければなと思うんですが、その前に、取りまとめに大変御苦労されている

ということについては、心から敬意を表したいと思います。 

      色々平成２９年度の決算審査意見報告書、そういったものとも比較もさ

せていただきました。私、個人的には大変清掃行政の抱えている２３区、

あるいは清掃一組、さらには東京都の関係、そういったことを総合的に考

えますと、大変この内容はやさしいのかなと。そんな感想を率直に、私個

人的にはそのように持ちました。改めて総括的に監査委員さんの、平成３

０年度の決算意見書に当たっての感想を是非ともお聞かせをいただければ

と思います。 

○高橋知之監査事務局長 平成３０年度の監査に当たりましての御質問ということで、

ありがとうございます。 

      平成３０年度は清掃工場の建替工事、延命化工事ということで、それの

工事費が大分多かったということです。前年に比べますと、大きな建替工

事、杉並とか、工事が大きく出ました、最終的なところでは金額の減があ

りましたけれども、中身としましては、建替工事、延命化工事という将来

の清掃工場全体の計画というところが始まったというところだったと思い

ます。そこら辺が一番大きなこれからの清掃工場の建替が徐々に始まって

いくと。そういう面での展望というところが一番大きかったのかなという

ふうに思っております。 

○田中 友委員 それでは順次改めてお尋ねをさせていただきたいと思います。同様

に、決算審査意見書の８ページには組合債残高の推移と、財政調整基金積

立金残高の推移ということで、報告をいただいております。 

      私がお尋ねをさせていただきたいのは、当区、墨田区も大変厳しい財政

状況にはありますけれども、組合債残高が財調基金積立残高を上回ってい
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る、この状況を理由といいますか、それは私なりに理解はしているつもり

です。そうは言いながら、一つのこの団体として、組合団体として、そし

て２３区区民の負託に応えていくという、そういう中では、今後のありよ

うということをどういう具合に、色々とこれから建て替えであるとか、延

命化計画、先ほども事務局の方で説明をいただきましたけれど、そういう

ことが差し迫った課題になっていることは十分承知しておりますが、その

辺のことについて、あるべき姿はどのように組合として考えていらっしゃ

るのか、あるべき姿という組合の残高をどの程度までもっていきたいとか、

あるいは基金の積立金、これをどのように膨らませていくのか、そういっ

たようなことについての基本的な考え方を教えていただきたいと思います。 

○初瀬 司財政課長 組合債残高及び財政調整基金の残高についての御質問をいただ

きました。組合債の残高が伸びている、まず理由でございますが、こちら

は工場建設等にかかる経費、こちらが積み上がってきているものでござい

ます。御存じのとおり、清掃工場は建ってから長い期間使うものでござい

ますので、現役世代の負担というだけではなく、組合債を発行して、将来

の皆さんにも負担をいただくといったようなところから、組合債を積極的

に活用、財源として活用しているものでございます。 

      続きまして、財政調整基金でございます。こちらも起債残高と比べて少

ないという御指摘はいただいておりますが、そのとおりでございます。財

政調整基金につきましては、例年、執行による努力で出てきた分、こちら

を、それと今回の決算でも出てきておりますが、決算剰余金を積立てさせ

ていただきまして、翌年度以降の各区２３区の分担金の平準化、こちらを

目的に繰り入れをしてやりくりをしていくといったものでございます。で

すので、工場建設が立て込む時期に入りますと、どうしても起債残高が膨

れてしまうといったような状況にはございますが、こちらの方、実際に２

３区からもらう分担金、組合債、それと基金の繰り入れを総合的に勘案い

たしまして、適切な範囲内で運用してまいりたいと考えてございます。 

      具体的に幾らという数字は大変申し上げにくいのでございますが、一つ

の基準といたしまして、当組合の一般的な財政規模であります８５０億円

前後、こちらが一つの基準になろうかというふうに考えているところでご

ざいます。 

      以上でございます。 
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○田中 友委員 大変厳しい、いわゆる綱渡り的なこと、そしてそれを少しでも基金

を増やそうとすれば、おのずとやはり分担金の増も避けて通れないという

状況の中で、色々と経営計画、あるいは経営プランに盛り込まれているこ

とをきっちりやっていただくということが、その前提でなくてはいけない

と、私は思います。 

      そういう意味からは、今財政課長からお答えをいただいたわけですが、

そういう中で、収入を増やすという点で言いますと、この次の１１ページ

の６に売電収入等の安定的確保についてと、こういうことで大変厳しい環

境がこれから待ち受けているのではないかと。そういう意味では、１１ペ

ージのまず６番のところに書かれている清掃工場の売電収入が減収の見込

みとなると。このことについての対応というものが、効果的な売電手法を

検討し、さらなる歳入の確保に努められたい。こういう指摘でございます。

効果的な売電手法を検討し、今検討状況はどういう状況になるのでしょう。

そういうものが明らかになるのはいつ頃になるのでしょう。売電収入のこ

の減収につながる、何とかこれを維持するために、どういうような取組を

されているのでしょう。 

○半田功発電計画担当課長 ありがとうございます。現在の電力市場等の御説明をさ

せていただきたいと思います。現在、電力市場におきましては原油価格の

低下ですとか、また固定価格買取制度によりまして、私ども電力売却をし

ているわけですけれども、こちらのFITの見直し等がございまして、単価

の減収が予想されております。したがいまして、私ども、この単価の減収

を少しでも抑えるべく、種々の手法を使って対応してまいりたいと考えて

おります。今年度から始めている手法といたしましては、自己託送制度と

いう手法を用いまして対応させていただいているところでございますけれ

ども、こちらによりまして、電気を買う方の歳出を抑制するために、私ど

もで発電した電気をほかの工場に回すというような手法を用いまして、お

おむね今年度の歳出につきましては、８，０００万円程度の減を予想して

いるところでございます。 

      また先日、全員協議会でも御説明させていただきましたけども、今後に

つきましては、非常用発電機を有効活用したりですとか、そういった手法

を用いて歳入の確保に努めてまいりたいと考えております。 

○田中 友委員 続きまして、下の１１ページの７番のことについても、平成２９年
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度の決算審査意見書にも触れられております。色々取組をやっていらっし

ゃるという説明でございます。そういう中で平成３０年度の経営改革プラ

ンとの関係で、具体的に成果、結果はどうであったのか、お知らせをいた

だきたい。 

      それから、今施設云々ということで、監査委員の事務局の方から御説明

をいただきました。色々１０ページに計画的な施設整備、さらには４番の

適正な維持管理の継続についてと、こういうことで記載をされております。

そういう経営計画の中で、やはり一つの大きな課題として、提示されてお

ります、管理委託が増えているといったことから、清掃技術の基礎となる

運転管理技術も直営の職員が経験できる機会が少なく影響が出ている、委

託業者等に対する管理・監督能力の向上も重要な課題の一つであると。こ

ういう具合に経営計画の中にはうたってあります。それとの関係で平成３

０年度の年間経営プラン２０１５の年間実施結果、どのような取組をされ

て、改善をされたのか、具体的にこのＤＶＤを制作し云々ということにな

っていますけど、その結果がどうだったのか、ここにうたわれている防止

につながったと、ちゃんと検証されているのか、お知らせをいただきたい。 

○加藤徹也管理課長 ただいまの冊子の１１ページの７番、不適正搬入防止のところ

に啓発用ＤＶＤというのがございますけれども、こちらにつきましては、

経営改革プランにもございますとおり、いわゆる不適正搬入物、例えば具

体な例で申し上げますと、布団ですとか、あるいは針金ハンガー、こうい

ったものが焼却炉の設備等に絡みまして、計画外停止に至るという事例も

ございますので、そういった啓発を目的として３０年度予算としてはＤＶ

Ｄの作成をさせていただきました。こちらにつきましては、２３区及び清

掃工場の方へ配布いたしまして、２３区の色々な啓発活動に使っていただ

きたいと今やっているところでございます。また、清掃工場につきまして

も、あらゆる機会に見学者等に見ていただきまして、不適正搬入の防止、

ついては安定的な清掃工場の稼働へ貢献していくということで、具体的な

成果が上がるのは今後ということで考えているところでございます。 

      以上でございます。 

○田中 友委員 なかなかこの問題も避けて通れない大きな課題になっております。

引き続いて真剣な取組を期待したいと思います。 

      次に、先ほどもちょっと前ぶれとして適正な維持管理、それから計画的



- 12 - 

な施設整備というところを触れさせていただきました。色々な契約案件が

提案をされております。今日も二つの議案が、清掃工場に補修に係ること

が、それが提出をされておりますが、そういう中で、私、一つ分からない

のは、ほとんど説明を受けた最後のくだりの説明のところは、随意契約と

いう言葉、ほとんどそういう、私の勉強不足で是非お知らせをいただきた

いのですが、そういう関係からしますと、同様にして３０年度の年間実施

計画の１０ページの中に、№１５効果的な総合評価落札方式の導入による

技術的品質の確保と、こういうことが触れられております。 

      私が申し上げたいのは、ここの総合的な総合評価方式、この内容が言葉

だけが歩いていて、それ質問しなかった私がいけなかったのかも分かりま

せんが、随意契約の前に、例えば平成３０年度に江戸川区清掃工場で総合

評価実施基準案作成と、こういう具合になっていますね。こういう内容を

細かい会社とかそういうことではなくて、どういうことで業者が絞り込ま

れたのか、経緯経過を明らかにされる必要があるんじゃないか。それを是

非とも私は議会も共有すべきじゃないかと思うんですよ。秘密事項を、私

は何も求めているんじゃないんです。どういうような評価の項目があって、

それは難しいことじゃないですよ。私たちそれぞれの区においても、入札

の結果というのはこういう観点で評価したと、そしてこういう業者になっ

たということはやっていますので、そういうことが分かれば、その次の段

階として、議案として出てきた場合には十分その中にはちゃんと評価委員

会、そういう内容も教えていただきたいと思いますが、そういうものの手

続を経て初めて議案として提案されている、そういう具合になればすとん

と落ちるんですよ。 

      私たちは繰り返しになりますが、億のお金がぼんぼん入札のたびにとい

うのを確かめようがないんですよ。その点について、お答えをいただきた

い。 

○熊谷健一建設課長 総合評価落札方式につきましての御質問かと思います。まず、

総合評価落札方式でございますけれども、設計施工を一括発注する方式で

ございます。その中身といたしましては、組合が規定します清掃工場建替

工事総合評価実施基準に基づきまして、入札参加者から提出される技術提

案と、入札価格を総合的に評価しまして、落札をするというものでござい

ます。 
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      こちらにつきましては、随意契約ではございませんで、あくまでも入札

でやるものでございます。建替工事を入札でやるというものでございます。 

○田中 友委員 この度も提案されている随意契約ということで、議案が二つありま

したよね。そういうのは全然この総合評価方式というのは触れてないんで

すか。 

○熊谷健一建設課長 この随意契約とは、全く別のものでございます。あくまでも入

札を総合評価で実施するという、建替工事を総合評価で入札を実施すると

いうものでございます。 

○田中 友委員 そうしますと、私のお聞きしたいことは、この項目評価点というの

を、そういうものを資料というか、そういうことで議会も共有すべきじゃ

ないかという観点で質問させていただいております。そういうものを提示

していただけますでしょうか。 

○熊谷健一建設課長 総合評価実施基準というものがございます。こちらにつきまし

ては、入札公告と一緒に出すものでございますので、当然御提出すること

は可能でございます。 

○田中 友委員 では、是非それを次回は、そういうような案件があったときには提

示していただくようお願いをしておきたいと思います。 

      それから、もう私だけというわけにもいきませんので、最後の質問に移

らせていただきます。 

      同じく９ページに焼却灰の資源化についてと、このことについても監査

委員さんの意見が提示されております。そこの中で、今後関係機関とも十

分連携し、更なる埋立処分量の削減に努められたい。これは都政新報でも

触れられておりまして、大変重要な課題です。色々と書かれております。

でもそれは清掃一組のみならず、２３区あるいは東京都の関係、そういっ

たものが総合的にやはり考えなくてはいけない。今日は触れませんけど。 

      そういう中で、平成２９年度の意見書の中では、今後全処理、水素の滞

留対策や灰の詰め替え作業などの課題を克服して関係機関とも云々と、こ

のくだりは全く同じなんですね、２９年度の意見書と。こういうことで平

成２９年度の、今朗読させていただいた課題の克服につながったのかどう

なのか。そして、これからの有り様というもの、処分場が少しでも延命に

繋がるようなという、ごみの減量ということについて、基本的にどのよう

にお考えになっているのか、お聞かせをいただいて、私の質問を終わらせ
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ていただきます。 

○加藤徹也管理課長 焼却灰の資源化についてでございます。昨年の平成２９年度の

意見書にございました水素等の課題につきましては、灰を運びますと、若

干化学的な話で恐縮ではございますけれども、灰の中の水分とアルミ分、

具体的にアルミ缶などがございますと、水素が発生するという事象がござ

います。こちらにつきましては、コンテナにガス抜きをつけるということ

で、コンテナの中に水素が滞留することなく安全にセメント工場等まで運

搬できるということで、この課題については解決しているところでござい

ます。 

      また積替えにつきましても、休止しました中央防波堤にございます灰溶

融施設を積替え施設として活用するなど、一組内の努力をいたしまして、

御指摘のありましたような二つの課題については解決し、更なるセメント

の原料化に向けて、今努力しているところでございます。現在、本年度で

申しますと、年間４万トンの計画でございますけれども、現一廃計画では、

将来的には９万トンまで拡大するという計画でございますので、その計画

にのっとって、今後も積極的に拡大してまいる所存でございます。 

      以上でございます。 

○田中寿一委員長 他に御意見、御質問等、いかがでしょうか。よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○田中寿一委員長 ほかに質疑・意見等がないようですので、質疑・意見を終わりま

す。 

      これより、採決に入ります。採決は挙手により行います。  

      認定第１号、平成３０年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入

歳出決算の認定について認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○田中寿一委員長 全員賛成であります。よって、認定第１号は認定すべきものと決

定いたしました。 

      なお、本特別委員会は、全議員で構成しておりますので、本会議におけ

る委員長からの報告は省略をいたします。 

      以上をもちまして、本日の議題は全て終了いたしました。 

      この際、何か発言はございますでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○田中寿一委員長 特に発言がないようですので、これをもちまして、決算特別委員

会を閉会いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉 会（午後３時３５分） 
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